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（１）料金所（ETC レーン）の機器配置

日本の有料道路では対距離料金制、均一料金制等の料金制度があり、制度ごとに
必要な機器やその他の制約により、各料金聴取設備の機器構成が異なっている。
また、ETC 利用に限定したスマートインターチェンジもある。

（２）料金徴収施設の運用と案内

料金徴収施設では利用者に安全に通行してもらうために、わかりやすいレーン
の運用や案内等を実施している。
①料金徴収施設でのレーン運用と車線表示板
料金徴収施設には、料金の支払い方法に応じて、ETC車のみ利用できる「ETC

専用レーン」、一般車（非ETC車）の現金支払い等で利用する「一般レーン」、
一般車（非ETC車）とETC車の両方が利用可能な「混在レーン」及びETC
専用料金所に一般車（非ETC車）が誤って進入した場合等に利用する「サポー
トレーン」があり、それぞれのレーンには車線表示板が設置されている。
なお、交通状況等によって、「ETC専用レーン」と「混在レーン」とで運用

を切替えている場合がある。

３－１ 料金徴収施設
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車線表示板のイメージ
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②案内標識
ETCレーンを有する料金徴収施設の手前には、ETCレーンの位置を案内す
る案内標識が設置してある。

ETCレーンの位置を示す案内標識

ETC専用入口の案内標識例

出所：首都高速ホームページ
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③路面標示
ETCレーンの直前には、ETCレーンへ誘導する路面標示やカラー舗装等が
行われている。

ETCレーンへの路面の誘導標示例

④スマートインターチェンジの案内標識
スマートインターチェンジがあるサービスエリア（SA）・パーキングエリア

（PA）や本線直結型スマートインターチェンジの手前本線上には、スマートイ
ンターチェンジの出口があることを案内する標識が設置されている。

スマートインターチェンジの出口の案内標識例

また、一般道側にもスマートインターチェンジの入口があることを案内する標
識や案内板が設置されている。

（３）料金徴収設備の安全対策

①ETCカード未挿入お知らせアンテナ及びETC予告アンテナの設置
ETCカードの挿し忘れや挿し込み不足によるETCレーンでの事故を未然に

防ぐため、料金徴収設備手前において車載器にETCカードが正しく挿入され
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ているかどうかを確認し、正しく挿入されていない場合には、車載器にETC
レーンを利用できない旨を事前に通知する「ETCカード未挿入お知らせアン
テナ」が設置されている。
さらに、車載器に挿入されたETCカードの有効期限情報を読取り、有効期

限が切れている場合には、車載器にETCレーンを利用できない旨を事前に通
知する「ETC予告アンテナ」が設置されている。

ETCカード未挿入お知らせアンテナの機器配置例

ETCカード未挿入お知らせアンテナ及びETC予告アンテナの設置数

有料道路事業者 ETCカード未挿入
お知らせアンテナ ETC予告アンテナ

NEXCO東日本 467 6
NEXCO中日本 526 5
NEXCO西日本 480 0
首都高速 51 35
阪神高速 15 40
本四高速 38 0
名古屋高速 34 0

福岡北九州高速 10 0
合　　計 1,621 86

令和7年3月末現在
　　※各有料道路事業者からの提供データを基に作成

②注意喚起の案内
料金徴収設備手前において道路情報板等を用い、“車載器にETCカード挿入

確認”や“ETCカードの期限切れ”注意喚起を実施している。
また、高速道路の休憩施設ではETCカードを抜いて休憩しているドライバー
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もいることから、ETCカードの挿し忘れも発生している。このため、休憩施
設から本線へ戻る際にドライバーが目につく場所に注意喚起の看板の設置を
行ったり、路面標示による注意喚起を行っている場所もある。

（４）料金徴収設備の改善活動

各有料道路事業者では、利用者がより安全かつ快適に高速道路を利用できるよう
に、料金徴収設備の更新等に合わせた料金収受機械システムの信頼性や利用者の利
便性の向上等を目的とした機器の改善を実施している。

①路側表示器の改善
料金徴収設備の路側表示器を改善し、開閉バーが開かなかった理由の表示や、

ETCカードの有効期限の注意表示をすることで、利用者への注意喚起を図っている。

②ETC車線表示板のLED化
料金徴収設備の車線表示板を従来の内照式からLEDに更新することで視認

性を高め、ETCレーンの場所をわかりやすく利用者に案内する。

③ETC再通信システムの整備
料金徴収設備の更新に合わせて、ETC再通信システムの整備を行っている。

このシステムは、カード未挿入等が原因でETC走行が不可の場合でも、再度
無線通信を行うことでETC走行を可能にするものである。具体的にはカード
未挿入等で開閉バーが開かず停止した場合、近傍のインターホン等で料金徴収
施設係員に連絡し、指示に従いETCカードを車載器へ挿入後、再度ETC無線
通信を行う設備である。本システムの導入により、出口におけるカード未挿入
等のトラブル対応処理時間の大幅短縮や、入口がETC無線通行として処理さ
れることで出口でのレーン停止回数の減少等の効果が見込まれる。

④ETCレーン発進制御バー開放運用実験
国土交通省は、ETCが基本のストレスのない「賢い料金所」の導入を目指
し、NEXCO東日本と協力し平成27年10月から12月の間に圏央道の桶川北本IC
及び狭山日高ICにてそれぞれ約1カ月間、入口ETCレーンの発進制御バー（開
閉バー）の開放運用の実験を実施した。その後も、平成28年度から平成29年度
にかけてNEXCO3社の計8料金所にてそれぞれ1～2カ月の期間、入口ETCレー
ンの開閉バーの開放運用の実験を行った。
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（１）ETC2.0路側機の概要

ETC2.0路側機は、主に道路上に設置された5.8GHz帯狭域通信を行う無線装置
（アンテナ）である。
ETC2.0サービスは、ETC2.0路側機を介して、車両に搭載されたETC2.0 車載

器（DSRC部）（以下、「OBE：On-Board Equipment」という）との間で路車間通
信を行い、情報提供サービス及びプローブ情報のアップリンク等を実現する。

（２）ETC2.0路側機の機能

ETC2.0路側機は、以下の機能を組合せたものである。
以下については「路側無線装置（DSRC：スポット通信）仕様書（案）Ver.1.0」

（平成21年9月　国土交通省　国土技術政策総合研究所）より抜粋したものである。

１）情報提供サービスアプリケーション
①情報提供サービス（同報通信機能）
センター装置から定期的に通知される道路交通情報（静的情報を含む）、あ
るいは路側処理装置が随時配信する安全運転支援情報を、ASL処理機能が具
備する同報型サービスを利用して、OBEへ配信することを目的としたサービ
ス。

②プローブ情報サービス
OBEから提供されるプローブ情報を受信し、このプローブ情報をセンター

装置へ送信するサービス。

③リクエスト型個別通信サービス（将来イメージ）
OBEからのリクエストに応じて経路案内等の情報提供を行うサービスと、

センター装置とOBEとのファイル送受信を中継するサービスを想定。

④優先制御機能
センター装置からの緊急メッセージや路側処理装置からの安全運転支援情報

３－２ ETC2.0 路側機
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等の優先情報を、他の道路交通情報より優先してOBEへ情報提供を行うこと
を目的とした機能。

２）情報接続アプリケーション
①情報接続サービス
情報接続サービスは、同報型情報提供サービスを用いて初期接続URLを

OBEへ配信し、OBEが個別に要求するインターネット情報閲覧を可能とする
サービス（令和6年3月利用停止）。

３）監視制御アプリケーション
①監視制御機能
自装置の故障診断を行う自己診断機能、診断結果の監視、センター装置等へ

の通知を行うとともに、センター装置等からの制御により、無線通信の休止オ
ン／オフの制御を行う監視制御機能。

②時刻同期機能
センター装置等から設定される時刻（JST）に対して時刻同期する機能。

４）アプリケーション管理機能（AM機能）
ETC2.0路側機の機能更新等を容易に実現するもので、センター装置が備え
るインストーラーと、ETC2.0路側機が備えるアプリケーション管理エンティ
ティ（AME：Application Management Entity）で構成する。

５）セキュリティ通信機能
OBEとの通信において、セキュリティ通信機能は、DSRC-SPFを用いる。

また、停電時において鍵が非活性になった際にも、不揮発領域に格納された鍵
を活性化するため、暗号化通信によりオンラインで活性化が可能である。

６）通信ログ出力機能
路車間の通信不具合時の原因究明を行えるようにするため通信ログを出力す

る。
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（３）ETC2.0路側機の整備状況

ETC2.0路側機は、高速道路本線上の約1,800カ所に設置されている。ETC2.0路
側機の設置状況は、次のとおりである。
・都市間高速道路はジャンクション（約90カ所）の手前を含め、おおむね10～
15kmおきに設置

・都市内高速道路は約4kmおきに設置 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※例外箇所あり

これに加えて、全国の一般道（直轄国道）上の約2,400カ所にも設置されている（令
和7年3月時点）。
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（１）ETC車載器とは

ETC車載器は、「電波法」・「無線設備規則」等の関連法令や一般社団法人電波産
業会（ARIB）が定めた「狭域通信（DSRC）システム標準規格」等の規格や仕様
に基づき開発・製造される。そして、総務大臣の登録を受けた者（登録証明機関）
等の技術基準適合認定を経て、自動車販売店、自動車整備工場、自動車部品・用品
店、タイヤ販売店、ガソリンスタンド、通信機器販売店等で販売されている。

ETC車載器の製造から販売までの流れ

１）ETC車載器の種類
ETC車載器は、そのきょう体構成から「アンテナ分離型（3ピースタイプ）」と「ア
ンテナ一体型（2ピースタイプ）」の２種類がある。

３－３ ETC車載器及びETC2.0 車載器


